
●この保険は太陽生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本割れすることがあります。

また、預金保険制度の対象ではありません。

●米ドルまたは豪ドルを指定通貨とする外貨建の保険であり、為替リスクがあります。年金・解約払戻金等をお受取り

の際、為替レートの変動により、ご契約時の一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

●ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。

●この保険にはお客さまにご負担いただく諸費用があります。

本資料は「契約締結前交付書面（ 契約概要／ 注意喚起情報） 兼商品パンフレット」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべて

を記載したものではありません。保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（ 契約概要／ 注意喚起情報） 兼

商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「設計書」をご確認ください。

2026年2月1日～2月28日

■

■

■

■

「My年金Best 外貨2」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは
一切ありません。

「My年金Best 外貨2」は太陽生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。
また、預金保険制度の対象ではありません。

三菱UFJ銀行は「My年金Best 外貨2」の引受保険会社である太陽生命の支払能力を保証するものではありません。

法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さま、「銀行等保険募集制限先」に該当される
お客さま、事業のための融資をお申込中のお客さまへの募集について規制があります。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守し公正な保険募集を行うために、お客さまのお勤め先や三菱UFJ銀行への事業のための融資
のお申込みの有無などについて、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には
保険募集をしませんのでご了承ください。

■ 為替リスク：為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより

円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ること

があり、損失が生じるおそれがあります。

※ TTM（対顧客電信仲値）とは、金融機関などで外貨を売買する際の基準レートをいい、太陽生命が指標として指定する銀行が

公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合にはその日の最初の公示値とします。

この適用レートは2025年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。

■ 解約時におけるリスク：お払込みいただく一時払保険料は預貯金とは異なり、一時払保険料の一部は死亡給付金などのお支払いや

生命保険の運営に必要な経費にあてられます。したがって、解約払戻金はそれらの必要経費を差し引いた残りを基準として太陽

生命の定める計算方法によって計算した金額となります。そのため、ご契約後の一定期間内に解約・減額されますと、解約払戻金は

一時払保険料より少ない金額となります。

■ ご契約時の費用：契約締結などにかかる費用であり、ご契約時に一時払保険料の5.0％を一時払保険料から控除します。

■ ご契約の維持・管理に関する費用：ご契約の維持・管理にかかる費用および死亡給付金をお支払いするための費用であり、ご契約後に

定期的に責任準備金から控除します。 ※この費用については、保険期間・一時払保険料および予定利率に応じて算出するため、

一律の算出方法を記載することはできません。

■ 年金の支払・管理に関する費用：年金のお支払い・管理にかかる費用であり、毎年の年金支払日に年金額の1.0％を責任準備金から

控除します。 ※この費用については、2025年1月現在のものであり、将来変更されることがあります。

■ 外国通貨のお取り扱いにより負担いただく費用：

・ 指定通貨建の一時払保険料（相当額）を円貨から指定通貨に交換される際には為替手数料が必要になります。

また、指定通貨建でお受取りになった年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨に交換される際には為替手数料が必要になります。

※為替手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。

・ 一時払保険料（相当額）を指定通貨で払込む際や、年金・死亡給付金・解約払戻金などを指定通貨建でお受取りになる際には、

送金手数料、引出手数料などの費用が別途必要となる場合があります。

※上記の諸手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。

■ 解約時の解約控除：解約払戻金は一時払保険料からご契約時の費用などを差し引いて計算しています。解約時に改めて解約控除を

差し引くことはありません。

■ 本商品はクーリング・オフ制度の対象となります。お申込者またはご契約者は、つぎの①～③のいずれか遅い日から、その日を含めて

20日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回など」）をすることができます。

お申込みの撤回などは、書面または太陽生命ホームページによるお申出方法があります。

①「契約締結前交付書面（契約概要/ 注意喚起情報）」＊の交付日

②保険契約の申込日

③一時払保険料（相当額）が太陽生命指定の口座に振り込まれ着金した日

＊お申込みの撤回などに関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面になります。

■ 引受保険会社の経営破綻などにより、死亡給付金、解約払戻金および生存給付金などが削減されることがあります。

太陽生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構（以下、「保護機構」）は、保護機構の会員である

生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、保険契約者などの保護を図ることにしています。

・ 「円入金特約」・「円支払特約」を付加する場合、つぎのとおり、太陽生命所定の特約用の為替レートを適用します。

この場合、適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。

（お問い合わせ、ご照会は） 募集代理店 （ご契約後のご照会は） 引受保険会社

個-980-25-600(2026/1/26)




